
 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

★試 験 日  随時実施（申込後に日時調整） 

★受付期間  随時募集中  

（育児休業代替） 

【保育士】 



 

 

大野城市任期付職員募集要領 （育児休業代替） 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項第１号に基づく任期付職員を

募集しています。 

育児休業をする職員の代替として業務に従事します。 

応募をした人の採用試験を行い、試験に合格した人を、採用試験の得点順に採用候

補者名簿に登録し、その中から採用を行います。 

 

１ 募集職種、採用予定人数、職務内容及び採用予定時期 

募集職種 採用予定人数 職務内容 採用予定時期 

保育士 １人 
乳幼児保育に関する
業務 随時 

※採用予定人数及び時期は、職員の育児休業等の状況に応じて、変更することがあ

ります。 

 

２ 受験資格 

 下記の資格をいずれも満たす人 

募集職種 受験資格 

保育士 

・昭和 41 年４月２日から平成 14 年４月１日までに生まれた

人で保育士資格を有する人 

・保育所等での保育士としての勤務経験が１年以上ある人 

○ 地方公務員法第 16条の欠格条項に該当する人は受験できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けること

がなくなるまでの人 

・大野城市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しな

い人 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60条から第 63条までに

規定する罪を犯し、刑に処せられた人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入し

た人 

 ○ 次のいずれかに該当する外国籍の人も受験できます。ただし、任用に際して制

限があります。 

・永住者 ・特別永住者 

○ 外国籍の場合、法令により就職が制限される在留資格の人は受験できません。 
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３ 試験日・試験会場・日程・試験内容 

試験日時 申込に応じて、随時日時調整を行います。 

試験会場 大野城市役所内 会議室 

試験内容 面接試験（読み聞かせ実技含む） 

○ 採用試験の詳細については、申込み後、日時等調整のうえ連絡します。 

○ 試験における質問は、すべて日本語により行います。それに対する応答もすべ

て日本語で行っていただきます。 

○ 車イスの利用など、受験に際して特に配慮を希望する場合は、申込時に人事マ

ネジメント課にご相談ください。 

 

４ 申込書類・受験手続 

申込書類 

○申込書（写真票、受験票含む。以下同じ。） １通 

・※の欄は何も記入しないでください。 

・写真票には、最近６ヶ月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、正面

向き、たて４㎝×よこ３cm、裏面に氏名を記入）を貼ってください。 

・受験票は以下の要領で作成し、提出してください。 

ア 必要事項を記入する。 

イ 受験票の部分を切り取り、官製はがきの裏面に貼り付ける。 

ウ 官製はがきの表面に宛先（自分の住所と氏名）を記入する。 

○履歴書 1通 

○資格取得が確認できる免許等の書類の写し 1 通 

注意事項 

※書類は黒色のボールペンまたはインクで記入してください。 

※一度受付をした書類はいかなる理由があっても返却しません。 

申込先 

大野城市役所人事マネジメント課（大野城市役所３階） 

〒８１６－８５１０ 大野城市曙町二丁目２番１号 

（電話 ０９２－５８０－１８１８ 人事マネジメント課直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 合格から採用まで 

○ 募集人数に関わらす、合格基準に達した者は「採用候補者名簿」に登載され、

試験結果に応じて、名簿登載順位が決定されます。 

○ 職員が育児休業をする場合又は業務量の増加が一定期間見込まれる業務が生

じた場合等に、名簿登載順位が上位の人から打診を行い、勤務可能な場合、順

次採用されます。 

○ 「採用候補者名簿」の登載有効期間は、令和８年３月 31 日までです。 

○ 登載有効期間中は、業務が発生すれば打診することがありますが、一方、業務

が発生しない場合は全く採用されないこともあります。 

 

６ 勤務条件 

○給与 

 「大野城市職員の給与に関する条例」等に基づいて支給されます。 

給 料 

初任給の例（大学卒の場合） 188,700円 

     （短大卒の場合） 168,900円 

     （高卒の場合）  154,900円 

                  （令和３年度実績） 

※ 学歴、職務の経験年数等により加算することがあります。 

※ 給料改定等により額は変わります。 

※ 昇給はありません。 

諸手当 

・給料のほか、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当などが

それぞれの条件に応じて支給されます。 

・期末・勤勉手当（ボーナス）も支給されます。 

 

○勤務形態 

原則として、正規の職員と同じ勤務形態です。ただし、勤務する場所によって、

通常の勤務形態と異なる場合があります。 

勤務時間 ７時 00分～19時 00 分の間のうち 7.75 時間（シフト勤務） 

休 日 土曜、日曜、祝日、年末年始（職場によっては異なる場合あり） 

休暇等 

・年次有給休暇、特別休暇（夏季、結婚など）などがあります。 

・職員の育児休業代替として任用された任期付職員は、育児休業

を取得することはできません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野城市 


